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５月20日〜６月17日

今
後
の
公
務
員
制
度
改
革
の
在
り
方
に
関
す
る 

意
見
交
換
会
に
野
村
・
萩
市
長
が
出
席

　

６
月
３
日
、
公
務
員
制
度
改
革
担
当
大
臣
の
下
で
開
催

す
る
「
今
後
の
公
務
員
制
度
改
革
の
在
り
方
に
関
す
る
意

見
交
換
会
」に
、
本
会
か
ら
、
野
村
・
萩
市
長（
地
方
公
務

員
制
度
改
革
検
討
委
員
会
副
委
員
長
）が
出
席
し
た
。

　

冒
頭
、
稲
田
公
務
員
制
度
改
革
担
当
大
臣
か
ら
、
自
律

的
労
使
関
係
に
つ
い
て
、
現
場
の
忌
憚
の
な
い
意
見
を
伺

い
た
い
と
の
発
言
が
あ
っ
た
。

　

野
村
・
萩
市
長
は
、
萩
市
に
お
け
る
労
使
関
係
、
交
渉

等
の
現
状
を
説
明
し
た
上
で
、
①
現
在
、
多
く
の
都
市
自

治
体
で
、
労
使
関
係
が
安
定
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

そ
れ
を
壊
し
て
ま
で
、
な
ぜ
協
約
締
結
権
を
付
与
し
よ
う

と
し
た
の
か
分
か
ら
な
い
こ
と
、
②
人
事
院
勧
告
制
度
は
、

長
年
に
わ
た
る
議
論
を
踏
ま
え
て
構
築
さ
れ
て
お
り
、
労

使
双
方
の
信
頼
に
応
え
て
き
た
こ
と
、
③
今
回
、
政
府
が
、

単
年
度
の
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
の
み
を
比
較
し
て
、
地
方

交
付
税
を
絡
め
て
、
地
方
公
務
員
の
給
与
の
引
下
げ
を
要

請
し
た
こ
と
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
悖も
と

る
こ
と
で
あ
る

こ
と
等
を
発
言
し
た
。

 

［
行
政
部
］

第
30
次
地
方
制
度
調
査
会
第
35
回
専
門
小
委
員
会 

地
方
六
団
体
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
、 

南
・
天
理
市
長
が
意
見
陳
述

　

６
月
３
日
開
催
の
第
30
次
地
方
制
度
調
査
会
第
35
回
専

門
小
委
員
会
に
お
い

て
、
答
申
素
案
に
つ

い
て
の
地
方
六
団
体

ヒ
ア
リ
ン
グ
が
行
わ

れ
、
本
会
か
ら
行
政

委
員
会
委
員
長
の

南
・
天
理
市
長
が
出

席
し
た
。

　

南
・
天
理
市
長
か
ら
は
、
①
指
定
都
市
に
お
け
る
県
費

負
担
教
職
員
の
給
与
負
担
に
係
る
財
政
負
担
は
、
個
人

道
府
県
民
税
な
ど
の
基
幹
税
目
に
よ
る
税
源
移
譲
を
行
う

べ
き
こ
と
、
②
中
核
市
・
特
例
市
制
度
に
お
け
る
選
択
制

に
よ
る
権
限
移
譲
を
検
討
す
べ
き
こ
と
、
③
事
務
処
理
特

例
制
度
に
は
課
題
が
あ
り
見
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
、
要
件
を
備
え
た
団
体
が
希
望
す
る
場
合
に
、

自
動
的
に
事
務
移
譲
を
行
う
仕
組
み
を
検
討
す
べ
き
こ

と
、
④
合
併
市
町
村
に
お
け
る
様
々
な
取
組
み
に
対
す
る

的
確
な
財
政
措
置
を
行
う
こ
と
、
⑤
定
住
自
立
圏
の
対
象

と
な
ら
な
い
地
域
に
対
す
る
財
政
措
置
を
検
討
す
べ
き
こ

と
、
⑥
教
育
委
員
会
設
置
の
選
択
制
に
つ
い
て
明
記
さ
れ

た
い
こ
と
等
の
発
言
を
行
っ
た
。

�

［
行
政
部
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「
総
務
大
臣
・
地
方
六
団
体
会
合
」に
森
会
長
が 

出
席
し
、
骨
太
の
方
針
等
に
つ
い
て
意
見
交
換

　

６
月
４
日
、「
総
務
大
臣
・
地
方
六
団
体
会
合
」
が
総
務

省
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、
本
会
の
森
会
長
を
は
じ
め
地
方
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六
団
体
の
各
代
表
が
、
総
務
省
か
ら
は
新
藤
総
務
大
臣
を

は
じ
め
政
務
三
役
等
が
出
席
し
、
新
藤
総
務
大
臣
が
５
月

16
日
に
経
済
財
政
諮
問
会
議
に
提
出
し
た
「
地
方
財
政
の

改
革
に
向
け
て
│
地
方
財
政
を
健
全
化
し
、
自
立
を
促
進

す
る
│
」
等
に
つ
い
て
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
意
見
交
換

が
行
わ
れ
た
。

　

新
藤
総
務
大
臣
か
ら
は
、
冒
頭
の
あ
い
さ
つ
に
お
い
て
、

来
年
度
に
向
け
た
地
方
財
政
改
革
と
し
て
、
①
地
方
財
政

の
健
全
化
と
自
立
の
促
進
、
②
安
定
的
な
財
政
運
営
に
必

要
な
一
般
財
源
総
額
の
確
保
、
③
地
方
の
自
主
財
源
を
充

実
し
、
不
交
付
団
体
の
数
を
現
在
の
３
倍
の
水
準
に
増
加

さ
せ
る
と
い
う
３
つ
を
柱
に
取
り
組
み
た
い
旨
の
発
言
が

あ
っ
た
。

　

森
会
長
か
ら
は
、
①
地
方
単
独
事
業
な
ど
地
方
行
財
政

の
実
態
を「
地
方
財
政
計
画
」に
的
確
に
反
映
し
、
地
方
交

付
税
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
一
般
財
源
総
額
を
確
保
す
る

こ
と
、
②
恒
常
的
な
地
方
財
源
の
不
足
に
つ
い
て
は
、
法

定
率
の
引
上
げ
等
に
よ
り
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
、
③
車

体
課
税
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
に
減
収
が
生

じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
安
定
的
な
税
財
源
を
確
保
す
る
こ

と
、
④
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
ゴ
ル
フ
場
利

用
税
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
貴
重
な
財
源
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
現
行
制
度
を
堅
持
す
る
こ
と
、
⑤
国
保
制
度
改
革

に
つ
い
て
は
、
国
の
責
任
に
お
い
て
安
定
財
源
を
確
保
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
財
政
基
盤
の
強
化
を
図
り
、
都
道
府
県

が
保
険
者
と
し
て
担
え
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
つ
い

て
要
請
し
た
。

 

［
財
政
部
］

第
83
回
全
国
市
長
会
議（
通
常
総
会
）を
開
催
し
、 

「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
に
関
す
る 

決
議
」な
ど
当
面
す
る
重
要
課
題
７
件
に
つ
い
て 

決
議
を
決
定
し
、
正
副
会
長
に
よ
り
実
行
運
動

　

６
月
５
日
、
第
83
回
全
国
市
長
会
議（
通
常
総
会
）を
ホ

テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
に
お
い
て
開
催
。
総
会
運
営
委
員

長
の
奥
山
・
仙
台
市
長
の
進
行
の
も
と
、
森
会
長
か
ら
の

あ
い
さ
つ
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
、
坂
本
総
務
副
大
臣
か

ら
の
来
賓
祝
辞
、
自
治
功
労
市
長
表
彰
、
新
市
紹
介
が
行

わ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
議
事
に
入
り
、
森
会
長
が
議
長
と
な
り
、
諸

報
告
を
行
う
と
と
も
に
、
各
支
部
提
出
議
案
の
審
議
経
過

及
び
結
果
報
告
が
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
各
分
科
会
の
委

員
長
か
ら
行
わ
れ
（
第
１
分
科
会
委
員
長
：
菊
谷
・
伊
達

市
長
、
第
２
分
科
会
委
員
長
：
清
水
・
立
川
市
長
、
第
３

分
科
会
委
員
長
：
土
田
・
東
根
市
長
、
第
４
分
科
会
委
員

長
：
田
上
・
長
崎
市
長
）、
了
承
さ
れ
た
。

　

次
い
で
、「
東
日
本
大

震
災
か
ら
の
復
旧
・
復

興
に
関
す
る
決
議
」、「
地

震
・
津
波
等
防
災
対
策

の
充
実
強
化
に
関
す
る

決
議
」、「
東
京
電
力
福

島
第
一
原
子
力
発
電
所

事
故
へ
の
対
応
と
原
子

力
安
全
対
策
等
に
関
す

る
決
議
」、「
真
の
分
権

型
社
会
の
実
現
を

求
め
る
決
議
」、「
国

に
よ
る
地
方
公
務

員
給
与
削
減
要
請

に
対
す
る
決
議
」、

「
都
市
税
財
源
の
充

実
強
化
に
関
す
る

決
議
」、「
社
会
保

障
制
度
の
充
実
強

化
に
関
す
る
決
議
」

の
７
件
の
決
議
を
決
定
し
た
。

　

ま
た
、
役
員
改
選
を
行
い
、
会
長
に
森
・
長
岡
市
長
、

副
会
長
に
山
口
・
千
歳
市
長
、
瀬
戸
・
福
島
市
長
、
山
野
・

金
沢
市
長
、
会
田
・
守
谷
市
長
、
古
川
・
多
治
見
市
長
、

向
井
・
泉
南
市
長
、
松
浦
・
松
江
市
長
、
原
・
徳
島
市
長
、

安
田
・
天
草
市
長
を
選
出
し
た
。

　

最
後
に
旧
役
員
を
代
表
し
て
、
石
垣
・
新
見
市
長
か
ら

挨
拶
が
行
わ
れ
た
。

　

同
会
議
終
了
後
、
正
副
会
長
は
決
定
し
た
７
件
の
決
議

の
実
現
方
に
つ
い
て
、
菅
内
閣
官
房
長
官
、
加
藤
内
閣
官

房
副
長
官
、
世
耕
内
閣
官
房
副
長
官
、
杉
田
内
閣
官
房
副

長
官
、
自
由
民
主
党
の
野
田
総
務
会
長
、
浜
田
幹
事
長
代

理
、
土
屋
総
務
部
会
長
、
竹
下
組
織
運
動
本
部
長
に
そ
れ

ぞ
れ
面
談
の
う
え
要
請
し
た
。

　

な
お
、
６
月
４
日
に
は
、
全
国
市
長
会
議
に
先
立
ち
総

会
運
営
委
員
会
等
を
開
催
し
同
会
議
の
運
営
等
に
つ
い
て

協
議
を
行
っ
た
。

 

［
企
画
調
整
室
］

#3

#4 #2

自由民主党の野田総務会長、竹下組織運動本部長に要請
する正副会長

菅内閣官房長官に要請する正副会長

南・天理市長
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国
と
地
方
の
協
議
の
場（
平
成
25
年
度
第
１
回
）を 

開
催
し
、
森
会
長
が
出
席

　

６
月
５
日
、
国
と
地
方
の
協
議
の
場
が
、
官
邸
で
開
催

さ
れ
、
本
会
か
ら
は
森
会
長
が
出
席
し
、
地
方
分
権
改

革
の
取
組
み
、
骨
太
の
方
針
の
策
定
等
に
つ
い
て
協
議
を

行
っ
た
。

　

冒
頭
、
安
倍
総
理
大
臣
か
ら
は
、「
今
年
度
も
地
方
に

係
る
重
要
政
策
課
題
に
つ
い
て
地
方
と
連
携
し
て
政
策
を

進
め
て
い
く
た
め
、
こ
の
国
と
地
方
の
協
議
の
場
を
活
用

し
て
い
き
た
い
。
地
方
の
元
気
な
く
し
て
国
の
元
気
は
な

い
。
国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見
直
し
、
そ
れ
を
国
全
体

の
再
生
に
繋つ
な

げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

の
経
緯
や
地
方
の
声
な
ど
も
十
分
に
踏
ま
え
、
地
方
に
対

す
る
規
制
緩
和
や
権
限
移
譲
な
ど
地
方
分
権
改
革
を
着
実

に
こ
れ
か
ら
も
進
め
て
い
く
。
安
倍
内
閣
の
現
下
の
最
優

先
課
題
は
経
済
の
再
生
と
併
せ
て
、
財
政
の
健
全
化
を
実

現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
済
の
再
生
と
国
・
地
方
を

通
じ
た
財
政
健
全
化
が
、

お
互
い
の
進
展
に
寄
与
し

合
う
よ
う
な
好
循
環
が
生

ま
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で

行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
て
い
る
の
で
、
皆

様
の
ご
理
解
ご
協
力
を
お

願
い
申
し
上
げ
る
」
旨
の

発
言
が
あ
っ
た
。

　

協
議
に
入
り
、
ま
ず
、

地
方
分
権
改
革
の
取
組
み
に
つ
い
て
、
新
藤
・
総
務
大
臣

兼
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
地
方
分
権
改
革
）
か
ら
、『
個

性
を
活
か
し
自
立
し
た
地
方
を
つ
く
る
た
め
に
』
を
政
府

の
地
方
分
権
改
革
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
い
る
。
こ
の

ミ
ッ
シ
ョ
ン
等
を
実
現
す
る
た
め
、
総
理
を
本
部
長
と
す

る
地
方
分
権
改
革
推
進
本
部
を
作
り
、
ま
た
、
担
当
大
臣

の
下
に
地
方
分
権
改
革
有
識
者
会
議
を
作
り
、
さ
ら
に
雇

用
対
策
、
地
域
交
通
の
専
門
部
会
を
設
置
し
た
等
の
発
言

が
あ
っ
た
。

　

森
会
長
か
ら
は
、
例
え
ば
、
東
日
本
大
震
災
で
被
災
地

に
全
国
の
市
町
村
か
ら
職
員
を
派
遣
し
て
い
る
が
、
各
被

災
地
の
実
状
を
見
る
と
、
震
災
と
い
う
非
常
時
に
も
拘
わ

ら
ず
、
い
ろ
い
ろ
手
続
き
が
煩
雑
で
あ
り
、
復
興
に
支
障

が
で
て
い
る
。
も
う
少
し
権
限
を
市
町
村
に
与
え
て
復
興

に
職
員
が
専
念
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
の
が
本
来
だ

と
思
う
。
既
に
、
関
係
大
臣
に
申
し
上
げ
、
い
ろ
い
ろ
善
処

し
て
い
た
だ
い
て
感
謝
し
て
い
る
が
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
発
言
し
た
。

　

次
に
、
骨
太
の
方
針
に
つ
い
て
、
甘
利
内
閣
府
特
命
担

当
大
臣（
経
済
財
政
政
策
）兼
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
担

当
大
臣
か
ら
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
に
お
け
る
検
討
状
況

に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
、
経
済
再
生
と
財
政
健
全
化
の
両

立
に
向
け
て
、
今
後
の
経
済
成
長
の
動
き
と
合
わ
せ
、
歳

入
の
充
実
を
図
り
つ
つ
、
国
・
地
方
が
歩
調
を
合
わ
せ
て

歳
出
の
重
点
化
、
効
率
化
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
重

要
で
あ
る
こ
と
を
骨
太
の
方
針
に
盛
り
込
ん
で
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
等
の
説
明
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
社
会
保
障

制
度
改
革
国
民
会
議
に
つ
い
て
は
、
国
保
保
険
者
の
都
道

府
県
単
位
の
集
約
化
の
検
討
、
高
齢
者
医
療
支
援
金
の
総

報
酬
割
の
導
入
に
よ
り
生
じ
る
財
源
は
、
基
本
的
に
国
保

の
持
続
可
能
性
を
高
め
る
た
め
に
投
入
す
る
方
向
で
の
検

討
等
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
。

　

地
方
六
団
体
か
ら
は
、
地
方
六
団
体
提
出
資
料
を
踏
ま

え
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
よ
る
経
済
波
及
効
果
が
出
て
き
て

い
る
が
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
で
き
る
限
り
地
方
が
裁

量
で
き
る
施
策
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
地
方
税
財
政

に
つ
い
て
は
、
財
政
再
建
を
国
・
地
方
を
通
じ
て
行
う
こ

と
は
地
方
も
基
本
的
に
同
じ
方
向
で
あ
る
が
、
こ
の
間
、

地
方
は
、
国
の
６
倍
の
職
員
の
定
数
削
減
を
行
う
な
ど
、

必
死
の
頑
張
り
を
示
し
て
き
て
い
る
。
地
方
交
付
税
を
平

常
モ
ー
ド
に
切
り
替
え
、
麻
生
総
理
の
時
に
１
兆
円
を
積

ん
で
い
た
だ
い
た
特
別
枠
を
見
直
す
こ
と
は
、
地
方
税
収

の
こ
れ
か
ら
の
動
向
や
、
地
方
の
経
済
の
状
況
等
を
十
分

に
踏
ま
え
な
い
と
、
大
変
な
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

自
動
車
取
得
税
な
ど
の
決
着
が
定
ま
ら
な
い
中
で
、
交
付

税
が
減
っ
て
い
く
と
な
る
と
、
調
整
機
能
の
衰
え
に
よ
っ

て
、
格
差
が
広
ま
り
、
ま
た
非
常
に
不
安
感
の
多
い
世
の

中
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
て
、

こ
う
し
た
地
方
税
収
の
行
方
と
今
の
交
付
税
の
状
況
と
い

う
も
の
を
客
観
的
に
見
て
い
た
だ
い
て
、
判
断
を
い
た
だ

き
た
い
。
国
保
は
国
・
地
方
を
通
じ
た
財
政
的
な
基
盤
を

し
っ
か
り
講
じ
る
な
ら
ば
、
都
道
府
県
が
役
割
を
果
た
す

覚
悟
が
あ
る
。
ま
た
、
総
報
酬
割
に
つ
い
て
地
方
の
主
張

の
方
向
で
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
等
を
発
言

し
た
。

　

森
会
長
か
ら
は
、
全
国
８
１
２
の
市
区
に
は
、
財
政
力

や
人
口
規
模
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
今
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク

ス
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
景
気
が
回
復
し
て
い
る
が
、
全

国
的
に
見
た
時
に
、
ま
だ
ま
だ
浸
透
し
て
い
な
い
と
こ
ろ

も
見
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
地
方
交
付
税
は
、
機
会

の
均
等
、
公
平
を
図
る
機
能
と
い
う
、
必
要
条
件
的
な
部

分
が
あ
る
。
地
域
間
格
差
が
そ
の
ま
ま
で
、
８
１
２
の
市

区
が
競
争
し
て
も
勝
負
に
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
頑

張
る
地
方
の
応
援
の
中
で
も
、
格
差
が
広
が
る
こ
と
に
な

ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
も
ら
い
た
い
。
基
礎
的
な
部
分

は
し
っ
か
り
と
支
え
て
い
た
だ
い
た
上
で
、
プ
ラ
ス
ア
ル

フ
ァ
の
部
分
を
考
え
る
等
の
ご
配
慮
を
い
た
だ
き
た
い
。

最
低
限
を
き
ち
ん
と
確
保
し
た
上
で
、『
頑
張
る
・
頑
張

ら
な
い
』の
判
断
を
す
る
際
に
、
格
差
の
拡
大
に
つ
な
が
ら

な
い
よ
う
な
制
度
設
計
が
必
要
で
あ
る
等
を
発
言
し
た
。

　

最
後
に
、
新
藤
総
務
大
臣
か
ら
は
、
総
務
省
と
し
て
は

し
っ
か
り
と
受
け
止
め
、
そ
れ
を
制
度
に
反
映
で
き
る
よ

う
に
し
た
い
。
現
下
の
最
大
の
試
練
は
、
日
本
を
再
生
す

る
と
い
う
こ
と
。

　

国
と
地
方
を
対
立
概
念
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、

互
い
の
立
場
を
尊
重
し
、
共
に
一
致
団
結
し
て
こ
の
問
題

の
解
決
に
向
か
っ
て
い
く
と
い
う
姿
勢
を
ぜ
ひ
と
っ
て
も

ら
い
た
い
。
今
後
と
も
地
方
団
体
の
皆
様
と
十
分
な
意
思

疎
通
を
図
っ
て
、
様
々
な
課
題
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た

い
の
で
協
力
を
お
願
い
し
た
い
、
ま
た
、
菅
内
閣
官
房
長

官
か
ら
は
、
政
府
側
と
し
て
は
、
皆
さ
ん
と
連
携
を
と
り

な
が
ら
骨
太
方
針
、
地
方
分
権
改
革
を
進
め
て
い
き
た
い
。

今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
た
い
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
。

 

［
企
画
調
整
室
］

大
西
・
高
松
市
長
、
岡
㟢
・
高
知
市
長
が 

「
社
会
保
障
制
度
の
充
実
強
化
に
関
す
る
決
議
」 

（
第
83
回
全
国
市
長
会
議
決
定
）に
よ
り
、 

田
村
厚
生
労
働
大
臣
に
面
談
要
請

　

６
月
５
日
の
総
会
終
了
後
、
大
西
・
高
松
市
長（
社
会
文

教
委
員
長
・
介
護
保
険
対
策
特
別
委
員
長
）
並
び
に
岡
㟢
・

高
知
市
長
（
国
民
健
康
保
険
対
策
特
別
委
員
長
）は
、
田
村

厚
生
労
働
大
臣
に
面
談
し
、
標
記
決
議
を
提
出
し
た
。

　

両
市
長
は
、
決
議
を
踏
ま
え
、
①
社
会
保
障
・
税
一
体

改
革
に
つ
い
て
、
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
の
審
議

結
果
等
を
踏
ま
え
た
法
制
上
の
措
置
等
に
都
市
自
治
体
の

意
見
を
反
映
す
る
こ
と
、
地
方
単
独
事
業
を
含
め
た
都
市

自
治
体
の
社
会
保
障
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
安
定
的
財
源
を
確

保
す
る
こ
と
、
②
国
民
健
康
保
険
制
度
に
つ
い
て
、
早
急

に
都
道
府
県
を
国
保
の
保
険
者
と
す
る
こ
と
、
一
体
改
革

に
よ
る
財
政
基
盤
強
化
策
で
あ
る
２
２
０
０
億
円
を
平
成

26
年
度
の
消
費
税
率
引
上
げ
時
に
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
、

③
地
域
医
療
体
制
の
充

実
に
つ
い
て
、
医
師
や

看
護
師
等
の
絶
対
数
と

必
要
な
財
源
を
確
保
す

る
こ
と
、
④
介
護
保
険

制
度
に
つ
い
て
、
国
費

負
担
割
合
を
引
き
上
げ

る
こ
と
、
一
体
改
革
に

よ
る
第
１
号
保
険
料
の

低
所
得
者
保
険
料
軽
減

強
化
策
で
あ
る
１
３
０
０
億
円
を
確
実
に
確
保
す
る
こ
と
、

⑤
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
等
に
つ
い
て
、
総
合
的

な
子
育
て
支
援
施
策
を
展
開
す
る
た
め
、
税
制
抜
本
改
革

以
外
の
財
源
も
含
め
て
１
兆
円
超
の
財
源
を
確
実
に
確
保

す
る
こ
と
、
⑥
生
活
保
護
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
、
就

労
に
よ
る
自
立
の
促
進
、
不
正
受
給
対
策
の
強
化
等
を
実

施
す
る
た
め
法
整
備
を
行
う
こ
と
、
ま
た
、
生
活
困
窮
者

自
立
支
援
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
円
滑
な
運
営
の
た
め
、

詳
細
の
検
討
に
当
た
っ
て
、
都
市
自
治
体
等
の
意
見
を
十

分
反
映
す
る
こ
と
、
⑦
障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
障

害
者
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
は
、
都
市
自
治
体
の
意
見

を
十
分
反
映
す
る
こ
と
等
を
強
く
要
請
し
た
。

 

［
社
会
文
教
部
］

第
三
次
一
括
法
の
成
立
を
受
け
、 

森
会
長
が
コ
メ
ン
ト
を
発
表

　

６
月
７
日
、「
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る

た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に

関
す
る
法
律
（
第
三
次
一
括
法
）」
の
成
立
を
受
け
、
森
会

長
が
コ
メ
ン
ト
を
発
表
し
た
。

　

コ
メ
ン
ト
で
は
、
第
三
次
一
括
法
の
成
立
を
評
価
し
た

上
で
、
基
礎
自
治
体
の
意
見
を
十
分
に
踏
ま
え
た
さ
ら
な

る
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
、
基
礎
自
治
体
へ
の
権

限
移
譲
及
び
地
方
税
財
源
の
充
実
等
、
真
の
分
権
型
社
会

の
構
築
に
向
け
た
改
革
の
更
な
る
推
進
を
期
待
す
る
こ
と

を
表
明
し
た
。

 

［
行
政
部
］

#6
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「国と地方の協議の場」に出席する森会長

左から　大西・高松市長、岡㟢・高知市長、田村厚生労
働大臣

#5


